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【別紙 1】 

特別養護老人ホーム城南の杜 運営規程 

令和 ７年 ４月 １日現在 

 

 

区  分 利  用  料 

居 住 費 

・居室料（約６畳程度の個室）と、その居室内でご使用になる電気、水道等の

水光熱費に相当する費用２，０６６円／日以上をお支払いただきます。但し、

契約者のご負担額は、ホームとの契約により決定します。 

食 費 
・１日あたり、１，４４５円お支払いいただきます。（外出などによって欠食

が生じた場合でも１日分とみなしご請求致します。） 

理美容サービス 

・カット１，７５０円～、顔そり６６０円～ 

・パーマ４，７００円～、カラー４，２００円   （令和５年１２月現在） 

 業者の出張サービスです。ご希望に応じてご利用いただきます。（実費相当） 

 ※サービス内容を細分化している場合（洗顔、洗髪、顔そり、カット等）は、

項目毎に金額を定めてあります。 

居室電化製品利用費 

持込テレビ使用料  ５０円／日（特別養護老人ホーム） 

持込加湿器使用料  ３０円／日 

持込扇風機使用料  ３０円／日 

携帯電話充電料金  ２０円／日 

ラジカセ使用量  ３０円／日 

デジタルフォトフレーム  ２０円／日 

利用料金引落手数料 １月につき１５０円 

 

 契約者の選定により提供するもの 

区 分 利  用  料 

日常生活に要する費用で 

契約者に負担いただくこと

が適当であるもの 

・日常生活品の代行購入代金 

・レクリエーション費用（外出時の費用・材料費など） 

・サークル活動費用 

退居時 

契約者の所持品処分の依頼があった場合、下記の金額を徴収致します。 

・４５Ｌのポリ袋１袋につき２９０円 

・衣装ケースなどの処分につきましては別途料金が発生します。 

（福岡市の粗大ごみ処理手数料に基づく） 
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＜特定入所者介護サービス費～滞在費と食事の減額＞ ＊申請にて認定を受けた方 

単位：円  

介護保険料の所得段階 

令和３年度からの所得段階による 

滞在費 食費 滞在費 

食費合計 １日 ３０日 １日 ３０日 

第 1段階 

880 26,400 300 9,000 35,400 ・生活保護受給者 

・老齢福祉年金の受給者 

第２段階 

880 26,400 390 11,700 38,100 ・世帯全員が市民税非課税 

・前年の合計所得金額+年金収入額が８０万円以下 

第３段階① 

1,370 41,100 650 19,500 60,600 
・世帯全員が市民税非課税の人 

・前年の合計所得金額+年金収入額が８０万円超、 

 １２０万円以下 

第３段階② 

1,370 41,100 1,360 40,800 81,900 ・世帯全員が市民税非課税の人 

・前年の合計所得金額+年金収入額が１２０万円超 

第４段階 2,066 61,980 1,445 43,350 105,330 

＊ 上記の金額に、介護保険自己負担分を加えた額が、お支払の総額となります。 

＊ 滞在費には、居室の水光熱費が含まれます。 

 


